
                              議案第２３号  

 

       鹿 沼 市 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て        

 

 次のように改める。 

  令和８年２月１６日提出 

                    鹿沼市長 松 井 正 一      

 

 

 

 

 

   鹿沼市職員定数条例の一部を改正する条例 

 鹿沼市職員定数条例（昭和２９年鹿沼市条例第７号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１号中「６２８人」を「６１８人」に改め、同条第４号中「２人」を   

「３人」に改め、同条第６号中「１２０人」を「９０人」に改め、同条第８号中   

「１３０人」を「１５０人」に改め、同条第９号中「５０人」を「４５人」に改め、

同条中「９５０人」を「９２５人」に改める。 

 第３条に次の１号を加える。 

 (7) 職を兼務し、又は併任されている職員 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


